
保
育
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

L
2
2
4
‐
5
8
2
7

O
2
2
3
‐
8
7
8
6

■
保
育
園
入
園
相
談

　

来
年
度
の
入
園
を
希
望
す
る
子
の
保
護

者
で
、
子
ど
も
に
心
身
の
障
害
や
言
葉
の

遅
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
な
ど
に
、

個
別
で
入
園
相
談
を
行
い
ま
す
。

申�

し
込
み
…
9
月
30
日
㈫
ま
で
に
電
話
で

保
育
課（
フ
ァ
ク
ス
可
）

■
平
成
27
年
度
保
育
園
入
園
の
申
し
込
み

手
続
き
説
明
会

　

来
年
4
月
に
保
育
園
入
園
を
希
望
す
る

子
の
保
護
者
に
、
申
し
込
み
手
続
き
や
概

要
を
説
明
し
ま
す
。
当
日
は
混
み
あ
い
ま

す
の
で
、
子
ど
も
を
連
れ
て
の
来
場
は
、

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
手
話
通
訳
あ
り
。
当

日
直
接
会
場
。

日
時
…
9
月
28
日
㈰
、
午
前
10
時
～
11
時

会
場
…
市
民
会
館

＊
申
請
書
類
を
同
説
明
会
で
配
布
し
ま

す
。
9
月
29
日
㈪
以
降
は
、
保
育
課（
本

庁
舎
3
階
）と
公
立
・
私
立
保
育
園
で
配

布
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
健
康
診
査

障
害
者
福
祉
課
L
2
2
4
‐
5
7
8
5

O
2
2
5
‐
3
0
3
3

　

じ
ょ
く
瘡そ

う（
床
擦
れ
）な
ど
の
予
防
の
た

め
、
川
越
市
医
師
会
の
協
力
で
健
康
診
査

を
実
施
し
ま
す
。
受
診
は
無
料
で
す
。

実
施
期
間
…
10
月
1
日
㈬
～
31
日
㈮

実
施
場
所
…
指
定
さ
れ
た
受
託
医
療
機
関

対�

象
…
18
歳
以
上
40
歳
未
満
で
、
脊
髄
損

傷
・
脳
性
ま
ひ
・
脳
血
管
障
害
な
ど
を

起
因
と
し
た
身
体
の
障
害
が
あ
り
、
常

時
車
椅
子
を
使
用
す
る
在
宅
の
障
害
者

（
入
院
中
ま
た
は
施
設
に
入
所
・
通
所

し
て
い
る
方
を
除
く
）

申�

し
込
み
…
9
月
10
日
㈬
～
26
日
㈮
に
障

害
者
福
祉
課（
本
庁
舎
１
階
、
電
話
・

フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
申
し
込
み
後
、受
託
医
療
機
関
一
覧
表
・

健
康
診
査
記
録
票
を
郵
送
し
ま
す
。

＊
平
成
25
年
度
に
受
診
さ
れ
た
方
に
は
、

事
前
に
健
康
診
査
受
診
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。

受�

診
方
法
…
受
託
医
療
機
関
に
健
康
診
査

の
予
約
を
し
て
、
市
か
ら
郵
送
さ
れ
た

書
類
を
持
参
し
受
診

川
越
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

行
動
計
画（
案
）に
対
す
る
意
見
募
集

保
健
医
療
推
進
課
L
2
2
4
‐
5
8
3
2

O
2
2
5
‐
2
8
9
5

　

市
で
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画

の
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。
よ
り
良
い
も

の
と
す
る
た
め
、
同
計
画（
案
）に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
9
月
10
日
㈬
～
10
月

9
日
㈭（
必
着
）

閲�

覧
場
所
…
保
健
医
療
推
進
課（
本
庁
舎

2
階
）・
保
健
所
・
市
民
セ
ン
タ
ー
・

南
連
絡
所
・
公
民
館
・
図
書
館

対�

象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
ま
た
は

利
害
関
係
の
あ
る
方

意�

見
の
提
出
方
法
…
任
意
の
用
紙
に
意
見

と
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
、
在
勤
・

在
学
の
方
は
勤
務
先
・
学
校
名
、
利
害

関
係
の
あ
る
方
は
そ
の
内
容
を
明
記

し
、
〒
3
5
0
‐
8
6
0
1
川
越
市

役
所
保
健
医
療
推
進
課（
持
参
・
フ
ァ

ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
意
見
の

提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
今
後
の
計
画

作
成
の
参
考
に
し
ま
す
。
ま
た
、
意
見

の
内
容
と
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方

を
公
表
し
ま
す
。
類
似
の
意
見
は
取
り

ま
と
め
て
公
表
し
、
個
別
の
回
答
は
行

い
ま
せ
ん
。
な
お
、
個
人
情
報
は
、
公

表
し
ま
せ
ん
。

子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

市
政
に
ゅ
う
す
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新ホールの仮予約受け付け中 !
文化芸術振興課L224－6157

～�申し込み・問い合わせ�～
ウェスタ川越開業準備室

L224－6017（平日、午前10時～午後5時）

　平成27年に川越駅西口の「ウ

ェスタ川越」にオープンする、

川越市文化芸術振興施設の仮予

約を受け付けています。現在、

平成27年7～10月分を受け付

け中です。ご利用の受け付けは、利用日の属する月の13か

月前の初日から順次行います。なお、利用許可や料金の支払

いなど、正式な手続き（本予約）は、来年の3月以降を予定し

ています。詳しくは、専用ホームページで確認（「ウェスタ川

越」で検索）するか、下記準備室にお尋ねください。

利用月 受付開始日

11月 平成26年10月1日㈬

12月 平成26年11月4日㈫

� 1月 平成26年12月1日㈪

� 2月 平成27年� 1月5日㈪

� 3月 平成27年� 2月2日㈪

平成27年

＊初日が土・
日曜日、祝・
休日の場合、
直後の平日
が受付開始
日になりま
す。

平成28年



老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年

金
に
つ
い
て

市
民
課
L
2
2
4
‐
5
7
6
4

老
齢
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
方
が
、
65

歳
に
な
っ
た
と
き
に
請
求
し
て
受
け
る
年

金
を
、
老
齢
基
礎
年
金
と
い
い
ま
す
。
受

給
す
る
た
め
に
は
、
次
の
期
間
の
合
計
が

原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
で
す
。

　�

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間
▼
国

民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
期
間

▼
学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
▼
若

年
者
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間
▼
厚
生

年
金
・
共
済
年
金
の
加
入
期
間（
昭
和

36
年
4
月
以
後
）▼
第
3
号
被
保
険
者

期
間
▼
合
算
対
象
期
間

　

請
求
は
、
国
民
年
金（
第
1
号
被
保
険

者
）の
み
に
加
入
し
て
い
た
方
は
、
市
民

課（
本
庁
舎
1
階
）・
市
民
セ
ン
タ
ー
・
南

連
絡
所
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
厚
生
年

金
・
共
済
年
金
・
国
民
年
金
第
3
号
被
保

険
者
の
加
入
期
間
が
あ
る
方
は
、
年
金
事

務
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
給
の
繰
り
上
げ
と
繰
り
下
げ

　

60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
は
、
申
し
出

に
よ
り
受
給
開
始
年
齢
を
早
め
（
繰
り
上

げ
）、
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
給
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
生
涯
減
額
さ
れ
た
額
で
受

給
す
る
こ
と
に
な
り
、
障
害
基
礎
年
金
や

寡
婦
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、受
給
開
始
年
齢
を
遅
ら
せ
て（
繰

り
下
げ
）、
増
額
さ
れ
た
年
金
の
受
給
も

で
き
ま
す
。

障
害
基
礎
年
金

　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
初
診
日
が

あ
り
、
病
気
や
け
が
に
よ
り
障
害
者
に
な

っ
た
場
合
、
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
や
障
害
の
程
度

な
ど
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

①�

国
民
年
金
に
加
入
中（
任
意
加
入
中
を

含
む
）

②
20
歳
未
満

③�
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る

＊
厚
生
年
金
加
入
中
や
、
国
民
年
金
第
3

号
被
保
険
者
期
間
に
初
診
日
が
あ
る
場
合

は
、
川
越
年
金
事
務
所
L
2
4
2
‐

2
6
5
7
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）を
発
送

国
民
健
康
保
険
課
L
2
2
4
‐
5
8
3
3

　

川
越
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
い

る
世
帯
の
世
帯
主
あ
て
に
、
9
月
13
日
㈯

か
ら
9
月
末
日
ま
で
に
届
く
よ
う
に
、
簡

易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

　

配
達
時
に
不
在
の
場
合
は
「
郵
便
物
等

お
預
か
り
の
お
知
ら
せ
」
が
投
函
さ
れ
ま

す
。
お
知
ら
せ
に
書
か
れ
た
期
間
を
過
ぎ

た
場
合
は
、
平
成
26
年
9
月
30
日
有
効
期

限
の
保
険
証
・
本
人
確
認
資
料（
運
転
免

許
証
な
ど
）を
持
参
し
、
国
民
健
康
保
険

課（
本
庁
舎
2
階
）・
市
民
セ
ン
タ
ー
・
南

連
絡
所
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

川
越
市
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の

基
本
的
な
方
針（
案
）へ
の
意
見
募
集

教
育
指
導
課
L
2
2
4
‐
5
4
8
3

O
2
2
6
‐
4
6
9
9

　

市
で
は
、
い
じ
め
の
防
止
等
の
た
め
の
基

本
的
な
方
針
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
よ

り
良
い
も
の
と
す
る
た
め
、
同
方
針（
案
）に

対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
9
月
12
日
㈮
～
10
月

11
日
㈯（
必
着
）

閲�

覧
場
所
…
教
育
指
導
課（
東
庁
舎
1
階
）

対
象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

意�

見
の
提
出
方
法
…
任
意
の
用
紙
に
意
見

と
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
、
在
勤
・

在
学
の
方
は
勤
務
先
・
学
校
名
を
明
記

し
、
〒
3
5
0
‐
8
6
0
1
川
越
市
役

所
教
育
指
導
課（
持
参
・
フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
意
見
の

提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
今
後
の
方
針
策

定
の
参
考
に
し
ま
す
。
ま
た
、
意
見
の
内

容
と
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
公
表

し
ま
す
。
類
似
の
意
見
は
取
り
ま
と
め
て

公
表
し
、
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
個
人
情
報
は
、
公
表
し
ま
せ
ん
。

子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

市
政
に
ゅ
う
す
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「エコプロダクツ川越大賞2014」決定！
資源循環推進課L239－5053

　7月19日、環境に優しい製品やサービスを知
ってもらおうと開催された「エコプロダクツ川越
2014」。当日、来場者による投票が行われ、下記
のとおり決定しました。

最�優秀賞
サンケン電気㈱：最新 LED展示・子ども向け LED
工作「ペットボタル」
優秀賞
㈱アサボウ：「踏んだら、発電。」床発電システム
P
ペ ー ブ ジ ェ ン

avegen
木の家ネット・埼玉：伝統的構法による木の家づ
くりの展示・削り華アートフラワー

左から㈱アサボウ取締役・ウシニナ�ヤナさん、サンケン
電気㈱執行役員・村上清さん、川合善明川越市長、木の
家ネット・埼玉�運営委員長・宮越喜彦さん



名
細
支
会
で
紙
類
・
布
類
収
集

の
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
ま
す

資
源
循
環
推
進
課
L
2
3
9
‐
6
2
6
7

　

家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
可
燃
ご
み
の
中
に

は
、「
菓
子
箱
や
包
装
紙
な
ど
の
紙
類
」

や
「
布
類
」
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
分
別
・
資
源
化
し
、
可
燃
ご
み

の
減
量
を
図
る
た
め
、
紙
類
・
布
類
の
収

集
機
会
を
増
や
す
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し

ま
す
。
対
象
地
域
の
方
に
は
、
こ
の
広
報

川
越（
9
月
10
日
号
）と
同
時
期
に「
紙
類
・

布
類
収
集
拡
充
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
に
つ

い
て
」を
配
布
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

そ
ち
ら
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間
…
平
成
26
年
10
月
～
来
年
3
月

対
象
地
域
…
名
細
支
会
全
域

実�

施
内
容
…
紙
類
・
布
類
の
収
集
頻
度
の

拡
充事

務
事
業
外
部
評
価
を
開
催

行
政
改
革
推
進
課
L
2
2
4
‐
5
5
0
5

　

市
が
実
施
す
る
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
公
開
の
場
で
外
部
評
価
人（
市
民
・

外
部
有
識
者
）が
議
論
を
行
う
事
務
事
業

外
部
評
価
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の

事
業
運
営
に
生
か
す
た
め
、
事
業
の
今
後

の
方
向
性
や
改
善
点
な
ど
に
つ
い
て
話
し

合
い
ま
す
。

　

傍
聴
は
自
由
で
す
（
入
退
室
自
由
。
当

日
直
接
会
場
）。

日�

時
…
①
10
月
2
日
㈭
、
午
後
6
時
～
▼

②
10
月
9
日
㈭
、
午
後
6
時
～
▼
③
10

月
23
日
㈭
、
午
後
6
時
～
▼
④
10
月
30

日
㈭
、
午
後
6
時
～

対�

象
事
業
…
①
＝
防
災
施
設
の
整
備
・
充

実
、
放
置
自
転
車
防
止
対
策
推
進
▼
②

＝
緑
化
推
進
事
業
、
姉
妹
・
友
好
都
市

交
流
▼
③
＝
川
越
市
美
術
展
覧
会
・
文

芸
川
越
編
集
刊
行
、
勤
労
者
福
祉
補
助

事
務
▼
④
＝
道
路
敷
地
寄
附
補
助
、
青

少
年
教
育
の
充
実
・
地
域
子
ど
も
サ
ポ

ー
ト
推
進
事
業

会�

場
…
第
5
委
員
会
室（
本
庁
舎
7
階
）

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

職
員
課
L
2
2
4
‐
5
5
5
3

　

募
集
案
内
は
、職
員
課（
本
庁
舎
4
階
）、

市
民
セ
ン
タ
ー
、
南
連
絡
所
、
本
川
越
駅

証
明
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。
職
種
・
募
集
人
員
・
受

験
資
格
な
ど
詳
し
く
は
、
8
月
10
日
発
行

の
広
報
川
越
・
7
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

防
犯
・
交
通
安
全
課
L
2
2
4
‐
5
7
2
1

　

9
月
21
日
㈰
～
30
日
㈫
に
、
秋
の
全
国

交
通
安
全
運
動
を
実
施
し
ま
す
。
市
で
は

関
係
機
関
・
団
体
と
協
力
し
、
次
の
通
り

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

出
発
式
・
街
頭
広
報
の
日

日�

時
…
9
月
21
日
㈰
、
午
前
10
時
～
（
雨

天
決
行
）

会�

場
…
ウ
ニ
ク
ス
南
古
谷
店

「
飲
酒
運
転
根
絶
の
日
」街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

日�

時
…
9
月
26
日
㈮
、
午
後
3
時
～
（
雨

天
中
止
）

会�

場
…
ベ
ル
ク
的
場
店

「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」
街
頭
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン

日�

時
…
9
月
30
日
㈫
、
午
前
10
時
～
（
雨

天
中
止
）

会
場
…
ク
レ
ア
パ
ー
ク

子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

市
政
に
ゅ
う
す
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納
期
限
は
、
9
月
30
日
㈫

国
民
健
康
保
険
税（
第
3
期
）

収
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
8
6

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
3
期
）

医
療
助
成
課
L
2
2
4
︲
5
8
4
2

介
護
保
険
料（
第
3
期
）

介
護
保
険
課
L
2
2
4
︲
5
8
1
7

市
税
な
ど
の
納
期
の
お
知
ら
せ

犬・猫を10頭以上飼養している
飼い主の皆さんへ

食品・環境衛生課L227ー5103

　多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健

康が損なわれたり、臭いや鳴き声で生活環境の悪化を招い

たりすることがあります。こうした事態を防止するため、「埼

玉県動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、10月

から対象の方は市保健所への届け出が必要になります。

　また、多数飼養の実態を把握することで、必要に応じて

飼い主にアドバイスや指導を行います。

対�象…市内で犬・猫を合計で10頭以上飼養している人（生

後90日以内のものを除く）

● 動物愛護法第10条第1項に基づく登録を受けた人（ペッ

トショップなど）

● 同法第24条の2に基づく届け出を行った人（動物愛護ボ

ランティア団体など）

● 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則で定め

る人（動物病院開設者など獣医療法第3条に基づく届け

出を行った人など）

＊次の方は届け出の対象外です。


